
朝陽中学校部活動運営方針 
                      

◆部活動の基本的な考え方 

 技術の習得や勝敗のみを目指すのではなく、学校教育目標「仲間とともに学び合い、 

 主体的に生きる生徒の育成」に寄与する活動を行っていきます。 

 

◆活動計画について 

 ①部活動顧問は、月ごとに活動計画を作成し、校長の承認を得ます。月間活動計画を作

成するにあたっては、生徒の体調や健康に十分配慮のうえ立案し、生徒・保護者に配

付します。 

 ②対外活動（大会、練習会等）に参加するときは、必ず校長の承認を得ます。 

 

◆休養日について 

 ①１週間のうち、２日は休養日を設定します。（うち１日は、土曜日または日曜日とし 

  ます。） 

 ②やむを得ず、土・日曜日および休日に休養日が設定できず活動をする必要がある場合 

  は、顧問が事前に活動計画等により、校長の承認を得たうえで実施します。その場合 

  は、原則として同一月内（できる限りその前後の週）の土・日曜日に振替えて休養日 

  を設定します。ただし、大会参加による場合は、平日に振り替えて休養日を設定する 

  ことも可とします。 

 ③平日の休養日は原則、月曜日（休日の場合は火曜日）とします。ただし、行事等によ   

  り同じ週内に変更することもあります。休養日は朝・放課後ともなしとします。 

 ④定期テスト１週間前の放課後から、テスト最終日の朝練までは活動休止期間とします。 

  （大会への参加やその直前等、特別の事由により上記期間中に活動する必要がある 

   場合は、事前に校長の承認を得るとともに、保護者の承諾を得ることとします。） 



◆活動時間について 

 朝 の 練 習 ７：３０～８：１０（８：０５に練習終了を伝える放送が流れます） 

 放課後の練習 部活動終了時間は下記の表のとおりです。完全下校はその１５分後です。 

 ①平日の活動時間は２時間程度とします。週休日および休日（長期休業期間を含む）   

    の活動時間は３時間程度とします。（準備、片付け、移動に要する時間は含めません） 

 ②週休日および休日に、大会、練習試合、練習会等により、やむを得ず活動時間を延長 

  する場合（３時間を超える場合）は、事前に校長の承認を得たうえで実施します。 

 ③特別な日課の場合は、校長の判断において時間を設定し活動を行います。 

 ④新入生の練習は、見学時は５時まで、入部当初は５時３０分まで、中間テスト以降
い こ う

は、 

  上記の時間の範囲
は ん い

で校内外問わず活動に参加します。 

 

◆外部指導員について 

   専門的な技術指導ができる学校外の人材に指導を求める場合は、本方針ならびに 

  「津市立中学校部活動指針」の内容を十分理解したうえで、校長の承認のもと、 

   外部指導員（外部コーチ）として要請する。 

※「津市立中学校部活動指針」の改定を踏まえ、令和元年９月１日に一部変更 

          部活動終了時刻  部活動終了時刻 

４月 １８：００ 10月21日～31日 １６：４５ 

5月～1学期末 １８：１５ 11月～12月 １６：３０ 

夏休み １６：３０ １月1日～15日 １６：３０ 

９月 1日～15日 １７：４０ １月16日～31日 １６：５０ 

９月16日～30日 １７：２０ ２月1日～15日 １６：５０ 

10月 1日～９日 １７：１０ ２月16日～31日 １７：１５ 

10月10日～2０日 １７：００ ３月 １７：４０ 


